
第１５回 厚生科学審議会 健康危機管理部会

議事次第

１.日時： 令和３年３月 24 日（水）13:00～15:00

２.場所： オンライン会議

３.議事：議題１．東京オリンピック・パラリンピックに向けた危機管理対応について

議題２．化学災害・テロ対策について

（神経剤解毒剤自動注射器の備蓄・活用に関する報告等）

議題３．厚生労働省における情報セキュリティ施策について

議題４．国際保健規則に基づく国家連絡窓口機能の強化に関する

令和２年度厚生科学課補正予算及び令和３年度予算事業について

議題５．国際保健規則（ＩＨＲ２００５）に基づく活動について

議題６．世界健康安全保障イニシアティブ（ＧＨＳＩ）について

議題７．健康危機管理調整会議の開催状況について

議題８．その他

４.資料： 資料１．東京オリンピック・パラリンピックに向けた危機管理対応について

資料２-１．化学災害・テロ対策について

資料２-２．国内でのテロに対する健康危機管理について

資料３．厚生労働省における情報セキュリティ施策について

資料４．国際保健規則に基づく国家連絡窓口機能の強化について

資料５．国際保健規則（IHR）に基づく活動について

資料６．世界健康安全保障イニシアティブ（GHSI）の活動について

資料７．健康危機管理調整会議の主な議題について(令和２年４月～令和３年３月)

参考資料１．NBC テロその他大量殺傷型テロ対処現地関係機関連携モデル

参考資料２．厚生科学審議会令
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厚生科学審議会健康危機管理部会委員名簿

氏 名 所 属
いぎみ しずのぶ

五十君 靜信 東京農業大学応用生物科学部生物応用化学科微生物学研究室教授

えんどう ようこ

遠藤 容子 公益財団法人日本中毒情報センター大阪中毒110番施設長

おおまがり のりお

大曲 貴夫 国立国際医療研究センター病院 国際感染症センター長

きっかわ としこ

吉川 肇子 慶應義塾大学商学部 教授

ごうだ ゆきひろ

○ 合田 幸広 国立医薬品食品衛生研究所 所長

さとう なおこ

佐藤 直子 東京新聞特報部 次長

しげむら じゅん

重村 淳 目白大学保健医療学部 教授

せいこ あゆみ

清古 愛弓 葛飾区健康部長兼保健所長

たけうち いちろう

竹内 一郎 横浜市立大学大学院医学研究科救急医学教室 主任教授

たつざき ひでお

立崎 英夫 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 量子医学・医療部
門 高度被ばく医療センター 副センター長

ながしま きみゆき

長島 公之 公益社団法人日本医師会常任理事

ふるまい ひろあき

古米 弘明 東京大学大学院工学系研究科水環境工学センター教授

わきた たかじ

◎ 脇田 隆字 国立感染症研究所長

◎ 部会長

○ 部会長代理

（令和３年３月21日現在 五十音順 敬称略）
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東京オリンピック・パラリンピック
に向けた危機管理対応について

資料１
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東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部
（本部長：菅内閣総理大臣）

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会関係府省庁連絡会議
（議長：杉田内閣官房副長官）

セキュリティ幹事会 厚生労働省 東京オリンピック・パラリ
ンピック健康危機管理連絡会議

ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨWT テロ等警備対策WT

座長：内閣危機管理監
副座長：内閣官房オリパラ事務局長、内閣官房副長官補(内政担当、

事態対処・危機管理担当)
構成員：関係省庁局長級

（厚生労働省：危機管理・医務技術総括審議官）
オブザーバー：東京都、組織委、警視庁、東京消防庁

座長：内閣審議官（NISC副ｾﾝﾀｰ長）
座長代理：内閣審議官(オリパラ事務

局)、警察庁審議官
構成員：関係省庁課長級

（厚生労働省：政策統括官付
参事官（ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ担当）

オブザーバー：関係機関の幹部

座長：内閣審議官（事態、オリパラ事務
局）

座長代理：内閣審議官(内政)、内閣府
審議官(防災)、警察庁審議官

構成員：関係省庁課長級
（厚生労働省：厚生科学課長）

オブザーバー：関係機関の幹部

議長：大臣官房厚生科学課長

構成員：大臣官房、医政局、健康局、
医薬・生活衛生局の関係課室長、
関係機関の幹部

趣旨：厚生労働省における東京オリンピッ
ク・パラリンピックへの対応にあたり、
テロ等の未然防止対策、初動体制
の整備、外国人患者受入体制等に
ついて、関係各課の緊密な連携を図
り総合調整を行うことにより、円滑に
対策を実施するもの。(H29.2設置)

東京オリンピック・パラリンピックに向けた政府全体・厚生労働省の検討体制

セキュリティ情報センター

・平成29年7月24日、警察庁に設置 ・大会の安全に関する情報を集約
・関係機関等と協力し、大会の安全に対する脅威及びリスク分析、評価を行い、
関係機関等に必要な情報を随時提供
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取 組 内 容

大規模イベントに向けた厚生労働省の取組（健康危機管理関係）

毒物・劇物を保有し又は取り扱う事業者に対し、保管、流通等における盗難防止対策の徹底、不審者への販売自粛と警察への通報、インター
ネットを介した爆発物の原料となり得る化学物質の販売における本人確認及び使用目的の確認の徹底、譲渡手続きの遵守等、適正な管理を
実施するよう指導

感染症法に基づく病原体等の所持、運搬、輸入等に関する規制のほか、国が特定病原体等所持者の施設等に対する立入検査を行うなど病原
微生物等の適正な管理体制を確立

平成29年度から搬送先医療機関における爆傷、銃創等の外傷の治療を担う外傷外科医の養成を行うなど、救急医療体制の整備を推進

生物剤を用いたテロによる事案の迅速な探知のため、感染症の発生動向調査や疑似症届出を徹底して実施

「化学テロリズム対策についての提言」を踏まえ、化学テロ対応医薬品の備蓄を実施。また、天然痘ワクチンの備蓄を実施

水道事業者等に対し、水源監視の強化、浄・配水場、配水池等の水道施設に対する警備や連絡体制等の強化を要請

世界健康安全保障イニシアティブ閣僚級会合（ＧＨＳＩ）を通じた関係諸国とのテロ対策に関する情報の共有

旅館等の事業者に対し、日本国内に住所を有しない外国人が旅館等に宿泊する場合に、国籍及び旅券番号の宿泊者名簿への記載を徹底し、
旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存する等、旅館等における外国人宿泊客の本人確認の徹底を要請

我が国に常在しない感染症が国内に侵入することを防止するため、検疫所における適正な検疫対応の徹底

・救急医療体制の整備

・毒物、劇物及び病原体等の適正管理の徹底

・感染症発生動向調査及び疑似症の届出の徹底（新型コロナウイルス感染症については、別のスキームで対応）

・ＮＢＣテロ対策の強化

・旅館等における外国人宿泊客の本人確認の徹底

・水道施設に対する警備等の強化

・検疫体制の整備

・関係国間の連携強化、情報共有の推進

広域連携協議会設置に係る食品衛生法の改正
HACCPに沿った衛生管理の普及・推進、制度化

・食品衛生監視の強化

医療機関における外国人患者受入の環境整備推進に係る事業の実施

・医療機関における外国人患者受入環境の整備
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化学災害・テロ対策について

資料２-１
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第12回健康危機管理部会において、以下の提⾔事項をいただいた。

• 以上の提言に基づき、「化学災害・テロ対策に関する検討会」を設置。

• 特に、１，２，４を優先して議論を実施した。

• 議論の検討結果については、報告書を作成し、第13回健康危機管
理部会において報告し、ご了承いただいた。

第12回健康危機管理部会での提⾔事項

1. 神経剤解毒剤の自動注射器について備蓄を検討すべき
2. 自動注射器や除染ローションをホットゾーンで専門部隊が使用でき

るように検討すべき
3. オピオイドを用いたテロ対策についても検討すべき
4. 法令上の検討、マニュアル・訓練など、体制整備に向けて検討すべ

き
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神経剤解毒剤自動注射器関連の検討タイムライン（第13回部会資料）
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１ 対象者に対する当該⾃動注射器の使⽤については、医⾏為に該当するものであり、医師
及び医師の指示を受けた看護職員以外が反復継続する意思をもって⾏えば、基本的には、
医師法第17条に違反する。

２ ⼀般的に、法令もしくは正当な業務による⾏為及び⾃⼰⼜は他⼈の⽣命、⾝体に対する
現在の危難を避けるため、やむを得ずにした⾏為は違法性が阻却され得る。

３ 違法性阻却の可否は個別具体的に判断されるものであるが、少なくとも以下の５つの条
件を満たす場合には、同条における違法性が阻却されると考えられる。
① 当該事案の発生時に、医師等による速やかな対応を得ることが困難であること。
② 対象者の生命が危機に瀕した重篤な状況であることが明らかであること。
③ 当該自動注射器の有効成分が対象者の症状緩和に医学的に有効である蓋然性が高

いこと。
④ 当該自動注射器の使用者については、定められた実施⼿順に従った対応を⾏うこ

と。
⑤ 当該⾃動注射器については、簡便な操作で使⽤でき、誤使⽤の可能性が低いこと。

４ 実施手順に従った対応を確実に⾏うため、使⽤者はその使⽤に必要な講習を受けている
ことが望ましい。

令和元年10月30日 厚生労働省医政局

有機リン系農薬及びサリン・VX等の神経剤等のアセチルコリンエステラーゼの阻害による症状を来す恐
れのある化学物質による化学災害・テロ（当該事案）による集団的な被害が発生し、その被害者（対象者）
の生命に重大な危害が及ぶ逼迫した状況において、医師及び看護職員以外の実働部隊の公務員が、その公務
として、その解毒剤（アトロピン及びオキシム剤）の自動注射器（当該自動注射器）を使用する場合におけ
る医師法上の解釈は、以下の通りと考えられる。

化学災害・テロ時における医師・看護職員以外の実働部隊の公務員による
解毒剤自動注射器の使用に関する医師法の考え方について
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化学災害・テロの蓋然性

以下２項目を満たす

• ⼿助けがないと⾃⼒で動くことがで

きない傷病者が3名以上

• 重症外傷による事案ではない

（爆発や傷病者の出血がない）

化学剤検知器

化学剤検知器で神経剤に
ついて陽性アラートが発報

症状
⾃⼒で汚染地域から避難した軽症被災者に対し、以下の問
いかけ及び他覚的初⾒の確認を⾏い、全5項目について各々
最低1人でも症状を満たした者が存在
特異的症状 問いかけ事項 他覚的所⾒

鼻汁 突然鼻水がでる ハンカチなどで鼻を押さえている

流涎 突然よだれがでる ハンカチなどで口を押えている

視覚異常 良く⾒えない、暗い、ぼやける

眼痛・流涙 目が痛い、涙が出る ハンカチなどで目を押さえている

呼吸苦 息がしづらい、吸いづらい、息苦しい

対象者 ⼀般市⺠の傷病者及び対応中の部隊員のうち体調が悪化した者（小児を除く）

YES

YES

•いずれかがNO
•いずれかの条件の該当性判断に迷いが生じる場合
•化学剤検知器がない全てYES

助言に基づいて判断

専門家の助言

自動注射器による応急的解毒剤投与

迅速に医療機関へ搬送

・ 第⼀優先︓⼿助けがないと⾃⼒で動くことができない者
・ 第⼆優先︓当初は⾃⼒で移動可能であったが、その後動けなくなった者

神経剤解毒剤自動注射器の使用判断モデル
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インストラクター（指導員）向けの実働部隊員向けの研修を実施

対 象 神経剤に対する解毒剤自動注射器の使用
が想定される消防隊員、警察官、海上保安官
及び自衛官

研修会
• 試⾏コース 令和2年1月23日

• ハイブリッド型研修コース 令和2年10月〜令和3年3月

• 新型コロナウイルス感染症流⾏下においても、研修が実施可能
になるよう、オンラインと実地を組み合わせたハイブリッド型の研修
コースを開発

研修内容
• オンラインモジュール

• 講義と実習に関するeラーニング、オンラインでの質疑応答、
理解度確認テスト

• 練習キットを用いた個別練習
• 実技評価

• 全国会場での個別の実技評価、ウェブ会議システムを使用したオンライン実技評価を並⾏して実施
（実地については、感染対策を徹底し、個別の実技評価のみを実施）

研修実績
• 試⾏コース、ハイブリッド型コースを合わせ、1000⼈以上がコースを修了

神経剤解毒剤自動注射器使用に関する研修会

練習キットを用いた実習の様子（防護具を着用して実施）

オンラインモジュール
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神経剤解毒剤自動注射器使用に関する運用体制の整備

• 神経剤解毒剤⾃動注射器について、関係省庁間で運⽤体制を整理済
• ＮＢＣテロその他⼤量殺傷型テロ対処現地関係機関連携モデル（NBCテロ
対策会議幹事会）において、解毒剤自動注射器の使用について規定を追加
（令和3年3月5日 改訂第2版）

Ⅱ．救助・救急搬送、救急医療に
おける連携モデル（図１）

救護活動、救助活動の一環として「解毒剤自動
注射器の使用」を追記

化学テロ発生時における解毒剤自動注射器の使
⽤要領を整理

(1) 現地関係機関による解毒剤自動注射器
の使用

(2) 解毒剤自動注射器の現場への配送
(3) 専門家の助⾔、知⾒の共有
(4) 解毒剤自動注射器を使用した場合の伝達
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 「国において購入、管理をすることが適切な量と種類」を対象とする。
備蓄は、全国に配備する。（地域間の融通やバックアップのため）
保管機関に配備し、管理は医療機関において実施する。
 2021年に開催される東京オリパラ等で大勢の人が集まる大規模イベント時に、近隣の備蓄量を強化する必要がある。

国民の保護に関する基本指針（国民保護法に基づく）
○指定公共機関〔国立病院機構、日本赤十字社〕及び都道府県は、武力攻撃災害が発生した場合、
あらかじめ備蓄した応急救護用医薬品、医療資機材等を活用するとともに、平素からＮＢＣ攻撃も
想定しつつ、必要な医薬品、医療資機材等の備蓄に努めるものとし、国〔厚生労働省、文部科学省〕
は、関係機関において必要な備蓄が行われるように努めるものとする。

 厚生労働省国民保護計画
○厚生労働省は、武力攻撃災害への対処に関する措置その他国民保護措置の実施のために
必要な安定ヨウ素剤、天然痘ワクチン等の特殊な薬品等のうち
国において備蓄・調達体制を整備することが合理的と考えられるものを、必要に応じて備蓄し、
若しくは調達体制を整備し、又はその促進に努めるものとする。

事業実施の根拠

化学災害・テロ対応医薬品備蓄等事業

自然災害を想定した医薬品備蓄は流通備蓄で対応しているが、通常の医療では使わないものや、保険診療になっていないものなど、安定的に流通して
いないものもあり、迅速な投与（30分～数時間）を考えると流通備蓄では化学災害・テロ等には対応できず、国による備蓄が必要不可欠。

生物兵器、化学兵器の使用が想定される朝鮮半島有事の緊張感が高まっていることや、2021年に開催されるオリンピック・パラリンピック東京大会（東
京オリパラ）等の大規模イベントの開催に向け、国として以下の対応が必要
①大勢の人が集まる大規模イベント時の近隣の備蓄強化
②大規模イベント時までに使用期限を迎える国家備蓄医薬品の買い換え

事業計画

製薬
会社

国
（厚生労働省）

保管機関

購
入

管理
依頼

化学災害・テロ等危機
における治療薬の確保

（備蓄があることによる抑止力）

国において実施する合理性

医薬品確保が困難
→希少ゆえ、国が購入することが効率的
（都道府県毎に購入することは非効率）

機動性と冗長性
→国の作戦下で、数時間単位の緊急時
地域間融通オペレーションが必要

→国家行事時等の集中配備

例： サリン散布
青酸カリ
ヒ素中毒

大規模イベント時の
近隣の医療機関等

輸送

令和３年度概算決定額 １２５，６１３千円
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• 厚労省の所管事務に係る包括的テロ対策に関しては、これまで平成15年12月15日に、当時の厚生科学
課⻑、医政局⻑、健康局⻑、医薬⾷品局⻑、⾷品安全部⻑の連名通知「国内でのテロ事前発生に係る
対応について」を発出。

• 本通知については、これ以後⻑らく改正がなされておらず、オリンピック・パラリンピックを目前に控え、オリパラに
向けた対策強化事項を含め、更新を⾏う予定。

• 本通知は、各部局で発出されている関連文書等をまとめ、自治体において、包括的な対策を実施するため
のチェックリストとして使用することを目的としている。

背景

• 予防、事前準備、検知、対応のフェーズに分けて、それぞれの段階でのチェック項⽬を列挙
• サイバーテロに関する危機管理について新設
• 化学、生物、放射線・核、爆弾等を用いたテロに対する現場対応者・医療従事者向けの救護・医療に関
する情報ツールの紹介

• 厚労省において医薬品の国家備蓄を⾏っており、化学テロ発生時に活用可能であること
• 厚⽣労働省によるテロ対策に資する研修の紹介
• 医師・看護職員でない実動部隊に所属する公務員の神経剤解毒剤自動注射器の使用

等を追記

主な改正点

テロ対策関連通知の更新について
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CBRNEテロ対策医療・救護⽀援ツールについて

• これまでのCBRNEテロ対策関連の厚生労働科学研究班の研究成果をもとに、現場対応者や医療従
事者が使用できる支援ツールを作成

• スマートフォンでアプリとして使用可能
• 近⽇中に国⽴保健医療科学院健康危機管理⽀援ライブラリー(H-CRISIS)において公開予定

15



国内でのテロに対する健康危機管理
について

資料２-２

※通知案については、省内調整中
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国内でのテロに対する健康危機管理について 
 
はじめに 
 本文書は、国内におけるテロ発生に備え、対応するために各地方公共団体において確保さ
れることが望ましい健康危機管理の体制について記載したものである。テロへの健康危機
管理の備えについての点検を行うためのチェックリストとして活用されたい。 
 
第１ 地域における健康危機管理体制の確保について 
 地域における健康危機管理については、これまで「地域保健対策の推進に関する基本的な
指針」（平成６年厚生省告示第 374 号）、「「地域における健康危機管理について～地域健康
危機管理ガイドライン～」の送付について」（平成 13 年３月 30 日健総発第 17 号）等（以
下「地域保健基本指針等」という。）を参考に健康危機管理体制を整備することが求められ
てきたところである。また、大規模テロ等の緊急対処事態等への対処については、「武力攻
撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」（平成 16 年法律第 102 号。以下、
「国民保護法」という。）に基づき、各都道府県において都道府県国民保護計画が定められ
ている。 
 
１．テロ発生に備えた地域における健康危機管理体制の確保 

地域におけるテロに対する健康危機管理体制が、地域保健基本指針等及び都道府県国民
保護計画に基づき、適切に実施されるよう今一度確認を行うとともに、必要に応じた見直し
を行い、訓練等を通じ、対処能力の習熟を図ることにより継続的な体制の確保を行うこと。 
 
２．テロの未然防止 
 地域における健康危機管理の拠点である保健所においては、管内の医療機関や食品関係
施設、国民保護法に基づく生活関連等施設、特に病原体等保管施設、毒劇物保管施設、水道
施設等における保安体制について、改めて点検を行うこと。（各機関・施設における保安確
保の詳細については、第２以降の各論を参考とされたい。） 
 
３．テロ発生に備えた事前準備 
 テロ発生時に、健康危機管理の対応が適切かつ迅速に実施されるよう、以下について改め
て点検を実施すること。 

（１） 備えの体制について 
 計画の策定と定期的な研修、訓練の実施 
 準備すべき資料・情報源等の確認 
 テロ発生時の連絡体制の確認 
 情報通信機器及び検査機器の整備 
 関係自治体の健康危機管理の体制、部署の把握 
 医薬品等の備蓄及び調達方法の確認 

（２） 検知の体制について 

 通常とは異なる重症患者等の把握 
 感染症発生動向調査における生物テロの可能性のある感染症の監視 
 生物テロにおける原因物質の迅速な同定、特徴付けのための検査 

（３） 対応の体制について 
 救急医療及び救護班活動の体制の確保 
 対応する医療従事者への研修及び訓練 
 生物テロ等における積極的疫学調査 
 医薬品等の供給体制の確保 
 関係自治体及び関係機関との連携体制の確保 

 
４．テロの検知及び対処 
 管内の医療機関、水道・食品関係施設、病原体等保管施設、毒劇物保管施設等において通
常と異なる事態が生じた場合や野生動物等に異常が生じた場合等において速やかに連絡す
るよう関係各方面に周知するほか、健康危機の発生に係る連絡を随時受けることができる
体制の構築や第一報を受けた後の対応の整理等、健康危機の早期発見と的確な対応を行う
こと。 
 

関係文書等 
 「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」（平成６年厚生省告示第 374 号） 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000079549.pdf 

 「「地域における健康危機管理について～地域健康危機管理ガイドライン～」の送付に
ついて」（平成 13 年３月 30 日健総発第 17 号） 
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/kenkou/guideline/index.html 

 「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成16 年法律第102
号）」 

 「生活関連等施設の安全確保の留意点（平成 27 年４月）」 
 内閣官房国民保護ポータルサイト：国民保護計画・国民保護業務計画 

http://www.kokuminhogo.go.jp/kankeikikan/ 
 国内のテロ事件発生に係る対応について（平成 15 年 12 月 15 日科発第 1215002 号等
通知） 

 国内でのテロ事件発生に備えたテロ対策の再点検等について（平成 14 年 11 月 8 日事
務連絡） 

 
 
第２ 救急医療の確保及び医薬品供給について  
１． テロ発生に備えた事前準備  
（１） テロ発生に備えた災害・救急医療体制の確保 
  テロ等発生時に、医療機関等において適切な対応が遅滞なく行われるよう、都道府県国
民保護計画等に基づき、各地域における災害拠点病院や救命救急センターを中心とした災
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害・救急医療体制について点検を行うとともに、国民保護訓練等を通じ、テロ対応計画の習
熟を図り、必要に応じ見直しを行うこと。 
（２） 災害発生に備えた情報連絡体制の確保 
  広域災害・救急医療情報システム(EMIS)に登録されている医療機関等の連絡先（担当者、
e-mail アドレス、電話番号、FAX 番号等）を確認し、危機の状況に応じて、同システムの
運用レベルに変更がありうることを認識し、必要情報の迅速な入力等ができるようにつと
めること。 
（３）人工透析医療の確保 
 クラッシュシンドロームによる急性腎障害患者への対応も含めたテロ発生時の人工透析
医療を確保するため、関係機関と協力し、透析患者及び透析医療機関の状況把握及び必要な
水・医薬品・機材等の確保など、透析医療に係る防災体制を整備すること。 
（４）難病患者等の医療 
 難病患者その他特殊な医療を必要とする患者（以下「難病患者等」という。）に対するテ
ロ災害発生時の医療を確保するため、難病患者等及びその受診医療機関の状況把握及び必
要な医薬品等の確保など難病等に係る防災体制を整備すること。 
（５） テロ発生に備えた医薬品、医療資機材等の備蓄 
  平素から災害拠点病院等においては、常時応急用医薬品を備蓄しているところであるが、
内容を点検し、期限切れ医薬品等については適宜更新を実施することにより、即応体制の構
築に備えられたい。 

また、「国民の保護に関する基本指針（最終変更 平成 29 年 12 月）」に基づき、都道府
県におかれては、平素から化学テロ、生物テロ、核・放射線テロ（以下「ＮＢＣテロ」とい
う。）等も想定しつつ、必要な医薬品、医療資機材等の備蓄に努めること。  
（６） 医薬品等の安定供給の確保 
  都道府県が策定している「医薬品等の供給、管理等のための計画」により、国と医薬品
等関係団体及び都道府県等との連絡網が構築され、テロ事件等発生時には、必要な医薬品等
の供給・管理が可能な体制を整備しているところであるが、これを再点検し、適切な体制整
備を図ること。  
（７） 医薬品等健康危機管理実施要領の活用 
  医薬品等（医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器）による健康被害の発生を未然に
防止するとともに、健康被害が発生した場合の当該健康被害の拡大を防止することを目的
として、平成９年３月 31 日、「医薬品等健康危機管理実施要領」を制定している（最終改訂
平成 25 年７月１日）ことから、各位における危機管理対策において適宜、参考にされたい。 
  
２． テロの検知及び対処  
（１） 通常とは異なる重症患者等の把握に関する情報提供の依頼 
  かねてより（独）国立病院機構及び労災病院等に対して、通常とは異なる患者等を把握
した場合には、既存の情報伝達経路を通じ、迅速に厚生労働省に報告するよう依頼している
ところである。都道府県等においても、管下医療機関において通常とは異なる重症患者等を
把握した際には、早期に報告を受け、厚生労働省に報告するとともに、適切に対応するよう

お願いする。 
なお、平成 31 年４月１日より、原因不明の重症感染症の発生動向を早期に把握すること

を目的として、平成 31 年２月 14 日に改正された「感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律施行規則」（平成 10 年厚生省令第 99 号。以下「感染症法施行規則」と
いう。）に基づき、疑似症サーベイランスが運用されている。疑似症定点医療機関において
感染性疾患を疑う原因不明の重症疾患1を診断した場合は、直ちに届出を行うこと、また、
疑似症定点以外の医療機関においても、届出基準に該当すると判断される患者については、
定点に指定されている医療機関や管内の保健所に相談できるよう体制を構築すること。 
（２） NBC テロ及び大量殺傷型テロ発生時の事態対処について 
 テロ事件等発生時の消防及び警察等、関係機関間の連携の確保による効果的な現場対処
の観点から、救助・救急搬送、救急医療及び原因物質の特定並びに除染等について「ＮＢＣ
テロその他大量殺傷型テロ対処現地関係機関連携モデル（令和３年３月５日最終改定 
NBC テロ対策会議幹事会）」が策定されているので、これを参考として、関係機関と連携し
て事態に適切に対応されたい。  
（３） NBC テロ及び大量殺傷型テロ発生時の現場対応者・医療従事者向けの救護・医療情
報ツールの活用について 
 国立保健医療科学院健康危機管理支援ライブラリー（H-CRISIS）において、厚生労働科
学研究費補助金2で開発された化学、生物、放射線・核、爆弾等を用いたテロに対する現場
対応者・医療従事者向けの CBRNE テロ対策医療・救護支援ツール「MED-ACT」が公開さ
れており、これまでの厚生科学研究で作成されたテロ対策に関連するガイドライン等の研
究成果も参照可能である。ウェブサイトからアクセス可能であるほか、スマートフォン向け
アプリとしてインストールし、インターネット接続のない環境下においても使用すること
も可能であるので、活用されたい。 
 
（４） 緊急に輸送の必要がある医薬品等の国内輸送の円滑化 
 平成 13 年の米国同時多発テロ発生時には、国土交通省により、国内航空輸送貨物につい
て、空港において 24 時間荷積みせず留置し、点検強化する措置がとられたが、日本赤十字
社の輸送する核酸増幅（ＮＡＴ）検査用検体や同社血液センター間で輸送する輸血用血液製
剤について、緊急に航空輸送する必要があるため、輸送に支障がないよう国土交通省及び日
本赤十字社と調整を図ったところである。その結果、現在は日本赤十字社職員が空港に出向
いて内容物を安全な物と直接証明する手続きは解除されている。 

貴都道府県内で、日本赤十字社の輸送に係る血液製剤以外の抗毒素その他の医薬品で緊
急に航空機で輸送する必要があるものがある場合は、抗毒素・ワクチンについては厚生労働

                                                      
1 発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師
が一般的に認められている医学的所見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要で有り、かつ、
直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの 
2平成 31 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事業）「2020 年オリンピック・
パラリンピック東京大会等に向けた包括的な CBRNE テロ対応能力構築のための研究」（研究代表者：小
井土雄一 国立病院機構本部 DMAT 事務局長） 

18



省健康局結核感染症課に、その他の医薬品については同医政局経済課に、それぞれ連絡され
たい。 
 

 国民の保護に関する基本指針（最終変更 平成 29 年 12 月）」 
 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則」（平成 10 年厚
生省令第 99 号、最終改訂 平成 31 年２月 14 日） 

 「疑似症サーベイランスの運用ガイダンス（第三版）」（2020 年１月 10 日 国立感染症
研究所） 

 「ＮＢＣテロその他大量殺傷型テロ対処現地関係機関連携モデル」（令和３年３月５日
最終改定 NBC テロ対策会議幹事会） 

 国立保健医療科学院健康危機管理支援ライブラリー(H-CRISIS): CBRNE テロ対策
医療・救護支援ツール「MED-ACT」 

 
  
第３ 化学テロに関する危機管理について  
１．テロの未然防止 
（１） 毒物劇物の管理強化 
  毒物又は劇物によるテロの未然防止について、「毒物及び劇物の保管管理について（昭和
52 年３月 26 日薬発第 313 号）」、「毒物及び劇物の適正な保管管理等の徹底について（平成
10 年７月 28 日医薬発第 693 号）」、「毒劇物及び向精神薬等の医薬品の適正な保管管理及び
販売等の徹底について（平成 11 年１月 13 日医薬発第 34 号）」、「毒物及び劇物の適正な保
管管理等の徹底について（平成 30 年 2 月 2 日薬生薬審発 0202 第 5 号）」及び「毒物及び劇
物の盗難又は紛失防止に係る留意事項について（平成 30 年 7 月 24 日薬生薬審発 0724 第 1
号）」に掲げる事項を、毒物劇物営業者、特定毒物研究者、業務上取扱者（毒物及び劇物取
締法第 22 条第５項に定める者を含む。）に対し改めて点検するよう関係業者、団体等への
指導を徹底すること。  
 
２．事案発生に備えた事前準備  
（１）医薬品、医療資機材等の備蓄 
 国民の保護に関する基本指針（最終変更 平成 29 年 12 月）に基づき、都道府県におい
て、平素から化学テロを想定し、必要な医薬品、医療資機材等の備蓄に努めること。 

なお、厚生労働省においては、化学災害・テロ発生時に使用される可能性があり、平時に
おける国内流通量が比較的少ない特定の医薬品の国家備蓄（以下、「化学災害・テロ対応医
薬品国家備蓄」という。）を保有しており、化学テロ発生時に活用可能である。化学災害・
テロ対応医薬品国家備蓄の備蓄場所、種類、量については厚生労働省文書管理規則における
秘情報に指定されているが、所定の手続きを経ることにより都道府県等との情報共有を行
うことが可能である。活用を希望される自治体は、「大規模イベント等における化学災害・ 
テロ対応医薬品の準備について」（令和元年 7 月 11 日付各都道府県衛生主管部（局）宛事
務連絡）を参照の上、大臣官房厚生科学課健康危機管理・災害対策室にご連絡いただきたい。 

 
（２） 化学物質の分析に要する機材、及び除染設備、防護服等の配備 
  化学剤による災害等に関しては災害拠点病院と救急救命センターに、検査機器・機材等
の整備を図っているが、今後とも稼働及び保管状況を把握するとともに、必要な資機材等の
確認を行うこと。また、除染設備や防護服等も適切な稼働状態を確保すること。 
 
（３） 医療従事者等への研修・訓練 
  化学剤による傷病者への対応には、専門的な知識や技能を必要とすることから、平時よ
り関係する医療従事者が適切な知識及び技能を習得するための機会を提供すること。なお、
厚生労働省においては、NBC 災害・テロ研修を毎年実施していることから、活用されたい。 
 
（４） 医師・看護職員以外の神経剤解毒剤自動注射器の使用 
 化学テロの現場対応を行う医師又は看護職員でない実動部隊に所属する公務員（消防隊
員、警察官、海上保安官及び自衛官を指す。）による神経剤解毒剤の自動注射器の使用に関
しては、同テロによる集団的な被害が発生し、その被害者の生命に重大な危害が及ぶ逼迫し
た状況において、同公務員が、その公務として、その解毒剤（アトロピン及びオキシム剤）
の自動注射器を使用する場合においては、特定の条件下において、医師法第 17 条の違法性
が阻却されると考えられる。具体的な要件や使用手順、使用に関する講習については、「化
学災害・テロ時における医師・看護職員以外の現場対応者による解毒剤自動注射器の使用に 
係る医師法上の解釈について」（令和元年 12 月 2 日医政医発 1202 第 1 号）及び「化学災
害・テロ時における医師・看護職員以外の現場対応者による解毒剤自動注射器の使用に関す
る報告書について」（令和元年 12 月２日科発 1202 第８号）を参考にされたい。 
 なお、現地関係機関における神経剤解毒剤自動注射器の運用については、「ＮＢＣテロそ
の他大量殺傷型テロ対処現地関係機関連携モデル」（令和３年３月５日最終改定 NBC テ
ロ対策会議幹事会）において、運用モデルが規定されていることから参考にすること。 
 
（５） 化学剤等に関する一般情報と対処要領等 
  テロに使用される可能性の高いと考えられる化学剤等に関する情報については、日頃か
ら必要な情報を得るとともに、住民・関係者への周知を図られたい。また、日頃からテロ事
件発生時に対処可能な体制づくりに努められたい。 

なお、化学テロに使用される可能性の高いと考えられる化学剤等に関する情報や、医療機
関到着前の救護体制、医療機関における対処要領等については、前述の国立保健医療科学院
健康危機管理支援ライブラリー(H-CRISIS)の CBRNE テロ対策医療・救護支援ツール
「MED-ACT」において、厚生労働科学研究において作成されたガイドライン等の研究成果
を参照可能であるので参考にされたい。 
 
３．テロの検知及び対処 
（１） 情報の把握・共有 
  テロ発生時には、（公財）日本中毒情報センターの保有する中毒情報データベースシステ
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ムから治療等に関する必要な情報を得ることができる。 
  上記「ＮＢＣテロその他大量殺傷型テロ対処現地関係機関連携モデル（令和３年３月５
日最終改定 NBC テロ対策会議幹事会）」は、化学テロ事案への対応も想定して作成された
ものであることから、これを十分踏まえ対応するとともに、EMIS 等を有効に利用し、患者
の受け入れ体制構築と必要な医療提供を促進し、事態に適切に対処されたい。 
  また、毒物劇物がテロに使用され、当該物質名等が特定された場合には、中毒情報デー
タベースシステム等を活用し、毒物劇物の物性・応急措置方法等について消防機関等関係機
関へ情報提供を行うとともに、関係機関と連携し危害の拡大を防止すること。 
（２） プレホスピタルケア、医療機関における対応 
 化学テロ災害におけるプレホスピタルケア、医療機関における対応については、前述の国
立保健医療科学院健康危機管理支援ライブラリー(H-CRISIS)の CBRNE テロ対策医療・救
護支援ツール「MED-ACT」において、厚生労働科学研究において作成されたガイドライン
等の研究成果を参考にされたい。 
 
（３） 備蓄医薬品等の活用・配送 
 「国民の保護に関する基本指針（最終変更 平成 29 年 12 月）」において、都道府県は、
ＮＢＣテロも想定しつつ、必要な医薬品、医療資機材等の備蓄に努めることとされていると
ころ、化学テロ災害が疑われる事案が発生した際の都道府県における備蓄医薬品等の配送
手段について、あらかじめ検討を行うとともに、事案発生時には迅速に配送を行うこと。 
 化学テロが疑われる事案が発生した際には、厚生労働省の化学災害・テロ対応医薬品国家
備蓄を活用することが可能であり、厚生労働省から都道府県に対して、国家備蓄に関する緊
急の情報共有を行う。活用を希望する場合は、医政局総務課にご連絡いただきたい。 
 

 毒劇物盗難等防止マニュアル 
https://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/manu/manu.pdf 

 毒劇物盗難等防止ガイド 
https://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/guide/guide.pdf 

 毒物劇物監視指導指針（平成 11 年８月（令和 2 年 2 月改訂）） 
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/R020217/200217_1_betten.pdf 

 毒物及び劇物の保管管理について（昭和 52 年３月 26 日薬発第 313 号） 
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta1299&dataType=1&pageNo=1 

 毒物及び劇物の適正な保管管理等の徹底について（平成 10 年７月 28 日医薬発第 693
号） 
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta7401&dataType=1&pageNo=1 

 毒劇物及び向精神薬等の医薬品の適正な保管管理及び販売等の徹底について（平成 11
年１月 13 日医薬発第 34 号） 
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta7405&dataType=1&pageNo=1 

 毒物及び劇物の適正な販売等の徹底について（平成 17 年 11 月 14 日薬食審査発第
1114001 号等連名通知) 

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3874&dataType=1&pageNo=1 
 毒物及び劇物の適正な保管管理等の徹底について（平成 30 年 2 月 2 日薬生薬審発 0202
第 5 号） 
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/H300202/20180202tuuti.pdf 

 毒物及び劇物の盗難又は紛失防止に係る留意事項について（平成 30 年 7 月 24 日薬生
薬審発 0724 第 1 号） 
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/H300731/20180724_tuuti.pdf 

 G20 大阪サミット・2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う毒物及び劇
物の適正な保管管理について（平成 31 年 4 月 25 日薬生薬審発 0425 第 1 号） 
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/R010619/20190619_3_tuuti.pdf 

 国民の保護に関する基本指針（最終変更 平成 29 年 12 月） 
http://www.kokuminhogo.go.jp/pdf/291219shishin.pdf 

 「大規模イベント等における化学災害・ テロ対応医薬品の準備について」（令和元年 7
月 11 日付各都道府県衛生主管部（局）宛事務連絡） 

 「化学災害・テロ時における医師・看護職員以外の現場対応者による解毒剤自動注射器
の使用に係る医師法上の解釈について」（令和元年 12 月 2 日医政医発 1202 第 1 号） 

 「化学災害・テロ時における医師・看護職員以外の現場対応者による解毒剤自動注射器
の使用に関する報告書について」（令和元年 12 月２日科発 1202 第８号） 

 「ＮＢＣテロその他大量殺傷型テロ対処現地関係機関連携モデル」（令和３年３月５日
最終改定 NBC テロ対策会議幹事会） 

 中毒情報データベースシステム（DVD-ROM・公益財団法人日本中毒情報センター・有
料） 

 国立保健医療科学院健康危機管理支援ライブラリー(H-CRISIS): CBRNE テロ対策医
療・救護支援ツール「MED-ACT」 

 
第４ 生物テロに関する危機管理について  
（現在調整中） 
 
第５ 爆発物や銃を用いたテロに関する危機管理について 
１．テロの未然防止 
（１） 爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理 
 爆発物の原料となる得る劇物等の適切な管理については、「爆発物の原料となり得る劇物
等の適正な管理等の徹底について（平成 31 年 1 月 10 日薬生総発 0110 第 1 号等連名通知）」
に整理してあるので、これを参考に適切に対応されたい。 
２．テロの発生に備えた事前準備 
（１）多数傷病者対応体制の確保 
 銃創、爆傷等における多数傷病者に対応する医療体制等については、厚生科学研究の成果
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3が公表されており、参考にされたい。 
（２）外傷治療についての研修 
  爆発物、銃器や刃物などによる創傷（爆傷、銃創、切創等）を受けた重症外傷に迅速か
つ適切に対応するためには専門的な知識や技能を必要とすることから、平時より関係する
医療従事者が適切な知識及び技能を習得するための機会を提供すること。なお、厚生労働省
では、重症外傷の診療を担う医師、看護師の資質及び技能の向上を図ることを目的として、
「外傷外科医養成研修事業」を毎年実施していることから、適宜活用されたい。 
 
２．事案の検知及び発生時の対処 
（１） プレホスピタルケア、医療機関における対応 

銃創、爆傷、熱傷等における医療機関における多数傷病者対応等については、前述の国
立保健医療科学院健康危機管理支援ライブラリー(H-CRISIS)の「Med-ACT」において、厚
生労働科学研究において作成されたガイドライン等の研究成果を参考にされたい。 

（２） 医療機関の安全確保について 
医療機関は、ソフトターゲットとしてテロの対象となり得ることから、医療機関におけ

る安全確保、テロによる被害を受けた場合の業務継続は重要な課題である。厚生科学研究の
成果 3 として「病院内発生テロ対策マニュアル」が作成されており、参考にされたい。 
 

関連文書等 
 「爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について（平成 31 年 1 月 10
日薬生総発 0110 第 1 号等連名通知）」 

 厚生科学研究データベース「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向
けての救急・災害医療体制の構築に関する研究」（研究代表者：横田 裕行（日本医科
大学大学院医学研究科救急医学分野教授）） 

 外傷外科医養成研修事業 
 国立保健医療科学院健康危機管理支援ライブラリー(H-CRISIS): Med-ACT 

 
 
第６ 水道に関する危機管理の対応について  
１． テロの未然防止及びテロ発生に備えた事前対処  
（１） 水道施設の警備等 
  水道施設については、水源監視の強化、浄水場、配水池等の水道施設の警備の強化、防
護対策の確立を図り、バイオアッセイ等による水質管理を徹底すること。また、水道施設関
係者等の管理の一環として、来訪者、施設出入業者の管理の徹底を図ること。併せて、施設
の現状把握を行い、備品、薬品等の管理、また、施設関係図面等の管理の徹底など情報管理

                                                      
3 平成 30 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）「2020 年東京オリ
ンピック・パラリンピック競技大会に向けての救急・災害医療体制の構築に関する研究」（研究代表者：
横田 裕行（日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野教授）） 

に努めること。 
  また、安全な水道水を利用者に供給するためには、水道事業者等による危機管理対策の
徹底と併せて、貯水槽水道の管理等も強化する必要があることから、貯水槽水道の設置者や
利用者に対しても、広報等を通じた注意喚起に努めること。  
（２） 情報収集、連絡体制等の確立 
  緊急時対応の体制の確立の観点から、一般住民からの連絡窓口を設定し関係情報の周知
を図り、情報収集に努めること及び緊急時における水道事業体内外の関係者に対する連絡
体制を確立すること。 
  また、給水停止措置等の緊急対応の指揮命令系統を明確化し、対応の迅速化等に努める
こと。さらに、応急復旧体制や応急給水体制も含めて緊急事態への対応体制を確立するとと
もに、これらについてのマニュアルの策定を行い、関係者への周知徹底、緊急事態対応の訓
練等を通じた対応体制の強化を図ること。  
２． テロ発生時の対処 
  事件発生時には、「飲料水健康危機管理実施要領」に基づき迅速に対応するとともに、飲
料水の水質異常などの情報を把握した場合には、「健康危機管理の適正な実施並びに水道施
設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供について（平成 25 年 10 月 25 日健水発
1025 第１号）」に基づき、ただちに厚生労働省宛報告するようにされたい。 
 

関連文書等  
 飲料水健康危機管理実施要領 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kiki
kanri/inryo.html 

 「健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情
報の提供について（平成 25 年 10 月 25 日健水発 1025 第１号）」 
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-
Kenkoukyoku/0000046613.pdf 

 
  
第７ 食品等に関する危機管理の対応について  
１． テロの未然防止及びテロ発生に備えた事前準備  
（１） 食品防御の観点からの事前の対策 
  安全な食品を提供するために、食品工場では、HACCP システムや ISO を導入し、高度
な衛生状態を保っているが、その一方で、衛生状態を保つだけでは、悪意を持って意図的に
食品中に有害物質等を混入することを防ぐことは困難とされている。 
厚生労働省ホームページ：食品の安全確保推進研究事業（厚生労働科学研究）「食品防御対
策」では、食品工場や物流施設における人為的な食品汚染防止のために、優先順位や費用対
効果の高い対策をまとめており、 平成２５年度に改訂された『食品防御対策ガイドライン
（食品製造工場向け）』も参考に、関係方面に周知されたい。  
（２） 販売食品等に関する事前の対策 
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  平成 30 年の食品衛生法改正により、営業者に記録の実施及び保存が義務付けられたが、
義務づけの対象とならない食品等事業者に対しても、食中毒などの飲食に起因するものと
疑われるテロが発生した場合に、原因と疑われる食品の追跡調査を迅速に行うことを可能
とし、回収指示の徹底や出荷停止指示等の迅速化による被害拡大の未然防止を図るため、食
品衛生法第３条第２項及び「食品衛生法第１条の３第２項の食品等事業者の記録の作成及
び保存に係る指針（ガイドライン）（平成１５年８月食安発第 0829001 号）」に基づき、食
品等事業者の適切な記録の作成、保存について指導すること。  
２． テロの検知及び対処 
  事件発生時には、「食中毒処理要領」及び「食中毒調査マニュアル」の改正について（平
成 31 年３月 29 日生食発 0329 第 17 号）を参考とし、食中毒処理要領、食中毒調査マニュ
アル等に基づき迅速に対応をすること。なお、通常の食中毒とは明らかに異なると判断され
た事例に対しては、国、最寄りの保健所との連絡を密接に取りながら適切に対処されたい。 
  また、事件発生時には、（財）日本中毒情報センターの保有する中毒情報データベースシ
ステムから治療等に関する必要な情報を得ることができるので、有効に活用すること。 
 

関連文書等  
 食品衛生法第 3 条 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000233#Mp-At_3 
 厚生労働省ホームページ：食品の安全確保推進研究事業（厚生労働科学研究）「食品防

御対策」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kenkyu/in
dex.html 

 「食品衛生法第１条の３第２項の食品等事業者の記録の作成及び保存に係る指針（ガイ
ドライン）（平成 15 年８月 29 日食安発第 0829001 号）」 
https://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/siryo/dl/siryo02o.pdf 

 「食中毒処理要領」及び「食中毒調査マニュアル」の改正について（平成 31 年３月 29 
日生食発 0329 第 17 号） 
https://www.mhlw.go.jp/content/000496802.pdf 

 日本中毒情報センター 医師向け中毒情報（オリジナルファイル）データベース 
https://www.j-poison-ic.jp/medical-2/db/ 

 
 
第８ サイバーテロに関する危機管理について 
１．テロの未然防止 
（１） 医療機関等における対応 
  医療機関等の診療録等の管理システム等を狙ったサイバー攻撃の発生を防止する観点
から、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（第 5.1 版）（令和 3 年 1 月 29
日付け医政発 0129 第１号）」に従い、所管の機関の医療情報システムの適切な管理を図ら
れたい。 

（２） 水道事業者等における対応 
  水道事業者等の水道施設の制御システム等を狙ったサイバー攻撃の発生を防止する観
点から、「水道分野における情報セキュリティガイドライン（第 4 版）（平成 31 年 3 月 29
日付け薬生水発 0329 第２号）」を参考に、情報セキュリティ対策の徹底を図られたい。 
（３） その他の対応 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催期間中には様々なサイバー攻撃の
リスクが懸念されることから、インターネットを経由した外部からの不正アクセスを防
止する観点から、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）による「安全なウェブサイトの
運用管理に向けての 20 ヶ条 ～セキュリティ対策のチェックポイント～」（チェックリス
ト）、「セキュリティ対策セルフチェックシート」等を活用した点検の実施を検討されたい。 

２．事案の発生時の対処 
（１） 医療機関等における対応 
  コンピュータウイルスの感染などによるサイバー攻撃を受けた（疑い含む）場合や、サ
イバー攻撃により障害が発生し、個人情報の漏洩や医療提供体制に支障が生じる又はその
おそれがある事案であると判断された場合には、「医療機関等におけるサイバーセキュリテ
ィ対策の強化について」（医政総発 1029 第１号 医政地発 1029 第３号 医政研発 1029 第
１号 平成 30 年 10 月 29 日）に基づき、所管官庁への連絡等、必要な対応を行うほか、そ
のための体制を整備すること。また上記に関わらず、医療情報システムに障害が発生した場
合も、必要に応じて所管官庁への連絡を行うこと。 
（２） 水道事業者等における対応 
  水道事業者等は、関係機関セプターカウンシル、セプター、重要インフラ所管省庁及び
内閣官房等と連携し、システムの不具合等に関する情報連絡、サイバー攻撃手法及び復旧手
法に関する情報等の収集、情報セキュリティ関係機関との合意に基づく補完的な情報共有
を行うこと。オリンピックやサミットなど自組織の所在する地域外において大きなイベン
トが開催される場合は、サイバー攻撃に対する備えが特に必要となるため、関係機関と連携
し普段よりも高い警戒体制を構築し、インシデント発生又はその予兆を確認した場合は速
やかに関係機関に共有すること。 
 

関連文書等 
 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（第 5.1 版）」（令和 3 年 1 月 29
日付け医政発 0129 第１号） 
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/000730541.pdf 

 「水道分野における情報セキュリティガイドライン（第 4 版）」（平成 31 年 3 月 29 日
付け薬生水発 0329 第２号） 
https://www.mhlw.go.jp/content/000731327.pdf 

 「安全なウェブサイトの運用管理に向けての 20 ヶ条 ～セキュリティ対策のチェック
ポイント～」（独立行政法人情報処理推進機構（IPA）） 
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websitecheck.html 

 「セキュリティ対策セルフチェックシート」（独立行政法人情報処理推進機構（IPA）） 

22



https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/checksheet.html 
 「医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策の強化について」（医政総発 1029 第
１号 医政地発 1029 第３号 医政研発 1029 第１号 平成 30 年 10 月 29 日） 
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000646143.pdf 
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厚⽣労働省における
情報セキュリティ施策について

資料３
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サイバーセキュリティ
戦略本部
【事務局】内閣官房内閣
サイバーセキュリティセンター
（NISC）

厚生労働省情報セキュリティポリシー、厚生労働省情報セキュリティ対策推進計画、その他情報セキュリ
ティに関する必要な事項を審議。

厚⽣労働省 サイバーセキュリティ対応体制

厚⽣労働省所管法⼈
・⽇本年⾦機構
・国⽴病院機構 等

サイバーセキュリティ
基本法

連携

重要インフラ事業者
・医療機関
・水道事業者等

政府機関の情報セキュリ
ティ対策のための統一基
準群

重要インフラの情報セキュ
リティ対策に係る第4次⾏
動計画

厚⽣労働省情報セキュリ
ティポリシー

厚⽣労働省情報セキュリ
ティ対策推進計画

情報セキュリティ委員会（情報セキュリティポリシーにより設置)

厚生労働省全体の整合的なサイバーセキュリティ対策の推進、情報セキュリティインシデントの発生に

対応する体制（CSIRT）を設置して円滑な情報共有を実施。

サイバーセキュリティ担当参事官室（内部組織に関する訓令により設置)

厚生労働省CSIRT
（情報セキュリティインシデント対処対応体制）

厚⽣労働省内部組織（本省、施設等機関、地⽅⽀分部局、外局）

・法人所管課室

・重要インフラ所管課室
セキュリティ関係
ガイドライン

指導・助言 相談・報告

厚生労働省におけるサイバーセキュリティ体制について

外部委託等における情報セ
キュリティ対策実施手順 等

【政府情報システム(外部委託)】

業 務 要 件

セキュリティ要件
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重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第４次⾏動計画

重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第４次⾏動計画

官⺠連携による重要インフラ防護の推進

重要インフラ所管省庁（５省庁）
●⾦融庁 ［⾦融］

●総務省 ［情報通信、⾏政］

●厚生労働省 ［医療、⽔道］

●経済産業省 ［電⼒、ガス、化学、クレジット、石油］

●国⼟交通省 ［航空、空港、鉄道、物流］

関係機関等
●情報セキュリティ関係省庁［総務省、経済産業省等］

●事案対処省庁［警察庁、防衛省等］

●防災関係府省庁［内閣府、各省庁等］

●情報セキュリティ関係機関［NICT、IPA、JPCERT等］

●サイバー空間関連事業者［各種ベンダー等］

●情報通信

●⾦融

●航空

●空港

●鉄道

●電⼒

●ガス

重要インフラ（１４分野）

重要インフラにおいて、機能保証の考え方を踏まえ、サイバー攻撃や自然災害等に起因する重要インフラサービス障害の発生を
可能な限り減らすとともに、その発⽣時には迅速な復旧を図ることにより、国⺠⽣活や社会経済活動に重⼤な影響を及ぼすことなく、

重要インフラサービスの安全かつ持続的な提供を実現する。

安全基準等の整備・浸透

重要インフラ防護において分野横
断的に必要な対策の指針及び各
分野の安全基準等の継続的改善
の推進

情報共有体制の強化

連絡形態の多様化や共有情
報の明確化等による官⺠・分
野横断的な情報共有体制の
強化

リスクマネジメント及び
対処態勢の整備

リスク評価やコンティンジェンシー
プラン策定等の対処態勢の整
備を含む包括的なマネジメント
の推進

官⺠が連携して⾏う演習等の
実施、演習・訓練間の連携に
よる重要インフラサービス障害対
応体制の総合的な強化

障害対応体制の強化 防護基盤の強化

重要インフラに係る防護範囲の
⾒直し、広報広聴活動、国際
連携の推進、経営層への働き
かけ、人材育成等の推進

●政府・⾏政サービス
（含・地方公共団体）

●医療

●水道

●物流

●化学

●クレジット

●石油

ＮＩＳＣによる
調整・連携
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「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第４次行動計画」（以下「行動計画」という。）に
基づき、ＮＩＳＣと連携して、サイバーセキュリティ対策に取り組んでいる。

※セプター（CEPTOAR） Capability for Engineering of Protection,Technical Operation,Analiysis and Response
・重要インフラ事業者等の情報共有・分析機能及び当該機能を担う組織で、医療分野は(公社)日本医師会、水道分野は(公社)日本水道協会が、各セプ
ターの事務局を担う。

・重要インフラサービス障害の未然防止、発生時の被害拡大防止・迅速な復旧及び再発防止のため、政府等から提供される情報について、適切に重要
インフラ事業者等に提供し、関係者間で情報を共有。これにより、各重要インフラ事業者等のサービスの維持・復旧能力の向上に資する活動を目指す。

厚⽣労働省（医療・⽔道分野）における主な取組

安全基準等の
整備・浸透

情報共有体制の
強化

障害対応体制の
強化

リスクマネジメント
及び対処態勢の整備

防護基盤の強化

医療

「医療情報システム
の安全管理に関する
ガイドライン」を策
定・周知

○セプター※を通じ
て、医療・水道事
業者が日々変化す
る情報セキュリ
ティ動向に迅速に
対応できるよう、
情報共有体制を整
備

○(独)情報処理推進
機構(IPA)の情報収
集・分析・共有の
仕組み(J-CSIP)に、
医療・水道分野も
加入し、業界内の
情報共有活動を支
援

○NISCが実施するサ
イバー攻撃による
障害発生を想定し
た実践的な演習(分
野横断的演習)に医
療・水道事業者が
参加

○NISCから発信され
る模擬情報(注意喚
起及び影響確認)に
ついて、セプター
※等における受信
状況等を確認する
訓練に参加

医療機関のセキュリティ対策に関する調査事
業を実施

水道

「水道分野における
情報セキュリティガ
イドライン」を策
定・周知

東京2020大会に向け、
NISCが作成する様式
を用いたリスクマネ
ジメント(サイバーセ
キュリティリスクの
特定・分析・評価)に
ついて、大会運営に
影響を与える水道事
業者を対象に実施

全国の水道事業者等
への情報連絡・共有
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１. 誤送付：郵便物の誤郵送、メール、FAXの誤送信、誤入力、誤アップロードを含む。

２. 紛失：誤廃棄を含む。印刷した書面、USBメモリ等。データ。PCなど。

３. マルウェア感染：Emotet、ﾗﾝｻﾑｳｪｱ、ｺｲﾝﾏｲﾅｰ、IcedID、その他のウイルスへの感染。

４. 不正アクセス：乗っ取り、踏み台、サイトの改ざん、偽サイトを含む。

５. DDoS攻撃：多数の端末を操作し、サーバへのアクセスを集中させ、サービス不能に陥らせる攻撃)

６. システム障害：プログラムミス、誤検知（システム停止を伴うもの）、設定ミスを含む。

※注：行動計画に基づく重要インフラ事業者からの報告は、重要インフラサービスに深刻な影響がある場合等に限る。

【対象となる情報セキュリティインシデント（具体例）】※

情報セキュリティインシデントが発生した場合、厚生労働CSIRT（サイバーセキュリティ担当参事官室）
に情報を一元的に集約し、NISCへ報告する。

○ 行動計画に基づく情報連絡体制

【情報セキュリティインシデント発生時の報告体制】

情報セキュリティインシデント及び発生時の報告

○ 情報セキュリティインシデントの発生が確認された時点では、被害状況を把握することは難しい

ため、ウイルス感染による個人情報の漏えいなどを想定した対応が重要。

○ また、原因究明には時間がかかるため、被害を拡大させない対応が重要。

各所管課室
厚生労働省CSIRT（サイバー
セキュリティ担当参事官室）

セプター事務局（(公社)日本医
師会、 (公社)日本水道協会） NISC

発生場所（医療機関・
水道事業者等）
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国際保健規則に基づく
国家連絡窓口機能の強化

について

資料４
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• 世界保健機関憲章第21条に基づく国際規約

• ⽬的︓国際交通に与える影響を最小限に抑えつ
つ、疾病の国際的伝播を最大限防止する
（世界保健機関憲章第21条）

• 全てのWHO 加盟国が拘束下*にある国際法
（世界保健機関憲章第22条）

• 現在の規則は2005年に改正

• 2007年に発効

＊基本的に、加盟国が規則の一部または全体に対
する留保または拒否を表明し、認可された場合を
除き、すべてのＷＨＯ加盟国が拘束下にあるとみ
なされる

国際保健規則（IHR）
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1. WHOへの通報

• 原因を問わず、国際的な公衆衛生上の緊急事態(Public Health
Emergency of International Concern: PHEIC)を構成する恐
れのあるすべての事象が対象。

• 各国においてPHEICに関する評価を⾏ってから24時間以内にWHO
に通告する義務。

2. 国家連絡窓口の設置

• 国家連絡窓口(National Focal Point: NFP)は24時間
いつでもアクセス可能であること。

• 厚⽣労働省⼤⾂官房厚⽣科学課が窓⼝。

3. 参加国の必須能⼒の規定

4. 参加国間の情報共有

5. 国際渡航・貿易の保健規定

国際保健規則(IHR) の要点
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• IHR加盟国・地域の公衆衛⽣事案に対する予防、検知、対応能⼒を外部専⾨家
の視点により評価を⾏うことを⽬的とし、2017年より開始

• 予防、検知、対応、その他IHR関係ハザード(化学事案、放射線危機)及び入国地
点(Point of Entry: PoE)について19の技術分野で構成（計48項目の指標を５点
満点で評価）

• 2021年3月現在、IHR参加196ヵ国中、113か国が実施済
（各国の自発的な取り組みであり、強制ではない）

• 日本は、2018年に合同外部評価ミッションを受け⼊れ、評価を実施

国際保健規則(2005)合同外部評価(JEE: Joint External Evaluation)

点数 状態

１ 能⼒なし

２
３

能⼒は限定的
能⼒は発達している

４
５

能⼒は実証されている
能⼒は持続可能

国際保健規則(IHR) 合同外部評価(JEE)
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https://extranet.who.int/sph/sites/default/files/jeeta/WHO-WHE-CPI-REP-2018.23-eng.pdf

2018年2月26⽇〜3月2日 IHR 合同外部評価(JEE)ミッションを受入れ
同年9月 合同外部評価書公表

• ⼤半の項⽬で能⼒実証済・維持可能と評価されたが、リスクコミュニケーションで低評価

2

合同外部評価書について
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• IHR NFPの強化
他省庁との事案発⽣時のコミュニケーションに関する標準業務⼿順(SOP)の改善、週7日、24時間体制で執務するIHR担当官制度の強化、人的
資源の拡大を通じてIHRの国家連絡窓口(NFP)の機能にさらに焦点をあてて強化することを考慮しうる。

• 危機管理センター能⼒の改善
日本はすでに公衆衛⽣的危機の発⽣時に、迅速に対策本部を設置し拡張することができる体制を構築しているが、現⾏の個別部局では対応できないよう
な危機も含めたオールハザードな危機対応調整を⾏う事ができる専属チームを有した永続的で適切に⼈材・予算が担保された、危機管理センター(EOC)を
厚⽣労働省内に設ける事が有益になりうる。

• 戦略的なリスクコミュニケーションの強化
リスクコミュニケーションにおける連携体制を戦略的に評価・検討し、戦略的枠組み構築やメッセージの⼀貫性の担保、リスクコミュニケーション専属担
当者の訓練を含め、既存の構造の強化を図ることを提案する。中央から地域レベルに⾄るまでステークホルダーのマッピングを⾏い、対象を絞った情報
発信に向けて様々な受け⼿のリスクの認知の仕⽅を理解するために戦略的アプローチを応⽤することは、リスクコミュニケーションにおいてより望ましい結
果を得ることに貢献しうる。

• オールハザードの情報集約体制の強化
あらゆるハザードによる公衆衛生事案や緊急事態に対処する情報収集、分析、報告のための既存のメカニズムをさらに強化すること。
公衆衛⽣上のリーダーシップのための最適な状況認識と意思決定を確実にするために、リスクアセスメントの⽅法とプロトコルの強化を考慮すること。

• 公衆衛生リスクアセスメントとリソースマッピング
定期的に更新される国家の公衆衛⽣リスクプロファイルと、既存のリスクアセスメントに基づいて構築された優先度の⾼い脅威と新興の脅威に対する
マッピングされたリソースを照合することを検討すること。

• 対応計画の継続的改善
開発、訓練、レビュー、改訂のプログラムを通じて緊急時対応計画を更新し続けること。

• セキュリティとの連携強化
セキュリティ当局と厚労省との連絡や情報交換の強化を検討すること。

• デュアルユース性のある病原体研究の監督機能
デュアルユース性のある病原体の研究に対する監督メカニズムの確⽴を検討すること。

国際保健規則(2005)合同外部評価書（2018年）における提言事項(抜粋)

来年度から研究を開始予定

34



• 初動における役割

• 中国湖北省武漢市における原因不明の肺炎の多発についての第⼀報

• ⽇本における第⼀例についても確認後24時間以内にWHOを通じて共有

• 1月30⽇、緊急委員会により「国際的に懸念される公衆衛⽣上の緊急事
態（PHEIC）」の認定

• 各国における症例数、死亡数等の疫学情報については、IHRに基づいて
WHOと共有

• 参加国間の情報共有

• 患者や濃厚接触者の国際渡航や輸入感染症の発生、各国の政策等に関し
て、加盟国間で情報共有

• IHRを通じて、香港政府よりダイヤモンドプリンセス号における患者の
発⽣の第⼀報を受領、乗員・乗客の国籍国との情報共有

• パンデミックの進⾏とともに、加盟国間の情報共有の量は急増

新型コロナウイルス感染症流⾏下における国際保健規則(2005) の役割

初動期におけるIHRの役割の重要性の再認識

24時間体制での急増した情報の処理体制の必要性7
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国際保健規則に基づく国家連絡窓口機能の強化
（令和2年度補正予算）

事業概要・目的

２．迅速かつ確実な国際的な事案処理体制の強化

• IHR事案を迅速に漏れなく適切に処理するための事案処理システムの整備
• 多数の関係国に迅速に情報共有できるメールシステムの整備

３．国際的なリスクアセスメント・情報発信能⼒の強化

• 国際的な疫学的状況等の収集情報を⼀元的に集約し、分析に役⽴てるための情報管理基盤の開発
• 多様な専門性を有する専門家等からなる情報分析チームを組織し、日々のアセスメントを実施
• 国際機関や海外の公衆衛生機関と接続可能な恒常的なテレビ電話会議が可能な会議室の整備
• 海外の公衆衛生機関（IHR国家連絡窓口等）への情報発信の強化のため、レポートやウェブダッ
シュボードなどの情報プロダクトを作成

１．24時間体制での国際的な疾病監視の強化

• ローテーション体制で24時間迅速に窓⼝業務を実施するため、英語で業務可能な公衆衛⽣の知識
を有する期間業務職員による対応体制を確保

• 事案発生時に持続的に宿直業務を可能にする応急仮眠用資機材の整備

期待される効果

⃝ 我が国の国際的な公衆衛生情報に関する多面的な分析・評価、国際的な事案の迅速かつ確実な処
理、国内外への迅速かつ有効な情報発信に関する能⼒の向上

⃝ 公衆衛生機関としての国際的責任を果たすとともに、我が国の公衆衛生情報の積極的発信による
国際的プレゼンスの向上

令和２年度第１次補正予算額
98,529千円
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１－１．国際公衆衛⽣事案の監視及び処理能⼒の強化
• 24時間体制で迅速に各国との公衆衛⽣事案に関する情報共有を⾏うための体制整備

→ 24時間365日体制で常時連絡可能な専任スタッフを継続して配置

令和３年度概算決定額
0.2億円

１－２．国際公衆衛⽣事案の監視及び処理能⼒の強化
• IHR事案を迅速に漏れなく適切に処理するための事案処理システムの運⽤

２．国際的な情報集約・リスクアセスメント等の強化

• 国際的な公衆衛生リスクに関するインテリジェンスの収集情報、分析
• 専門家や外務部有識者からなる国際情報分析体制の確保
• 国内外への積極的な情報発信の実施

３．懸念される海外公衆衛⽣事案の事実確認のための現地調査
• 現地における情報収集の実施

国際保健規則に基づく国家連絡窓口機能の強化
（令和3年度当初予算）

事業概要・目的

引続きの検討課題
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国際保健規則(IHR)に基づく
活動について

資料５
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国際保健規則(IHR)における公式情報の流れ

国内関係機関・関係省庁等

参加国等
(State Parties)

WHO IHR情報連絡窓口

緊急委員会
(Emergency Committee: EC)

日本 IHR国家連絡窓口

通報・協議情報提供

世界保健機関（WHO)

IHR事務局

受理した情報に基づき「国
際的に懸念される公衆衛⽣
上の緊急事態(PHEIC)」を
構成するか否かを認定

健康危機管理調整会議 健康危機管理部会

「国際的に懸念される公衆衛⽣上の緊急事態(PHEIC)」を構成するおそれのある事象を評価
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• 「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（PHEIC）」とは、国際保健規則（IHR）に基づく、次のよ
うな事態。
（１）疾病の国際的拡大により、他国に公衆衛生上の危険をもたらすと認められる事態
（２）緊急に国際的対策の調整が必要な事態

• WHO事務局⻑は、当該事象が発⽣している国と協議の上、緊急委員会の助⾔等を踏まえ、PHEICを構成
するか否かを認定し、保健上の措置に関する勧告を⾏う。

• 勧告には、当該緊急事態が発⽣した国⼜は他国が疾病の国際的拡⼤を防⽌⼜は削減し国際交通に対する不
要な阻害を回避するために⼈、⼿荷物、貨物、コンテナ、輸送機関、物品及び／⼜は郵便⼩包に関して実
施する保健上の措置（例︓出⼊国制限、健康監視、検疫、隔離等）を含めることができる。ただし、拘束
⼒はなく、また勧告に従わない場合の規程等もない。

概要

国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態
Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)

2009年4月-2010年8月 豚インフルエンザA(H1N1)

2014年5月-現在 野生型ポリオウイルスの国際的拡大

2014年8月-2016年3月 ⻄アフリカでのエボラ出血熱

の拡大

2016年2月-11月 ジカウイルス感染症に関連する小頭

症と神経障害の多発

2018年10月-2020年6月 コンゴ⺠主共和国でのエボ

ラ出血熱

2020年1月-現在 新型コロナウイルス感染症

PHEICに⾄った事例

• 原因を問わず、国際的な公衆衛生上の緊急事態を構
成するおそれのあるすべての事象︓
１）重大な健康被害を起こすリスクのある事象
２）予測不可能、または、非典型的な事象
３）国際的に拡大するリスクのある事象
４）国際間交通や流通を制限するリスクのある事象

• 上記４つのうち、いずれか２つに事象が該当するか
という質問に「はい」と答えた参加国は、潜在的な
PHEICとして、国際保健規則第６条に基づき、
WHOに通報しなければならない。

潜在的PHEICの構成要素
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PHEICを構成するおそれのある事象の評価及び通報のための決定手続き
国際保健規則(2005)附録第2: IHR(2005) Annex 2

国内サーベイランスで検知
された潜在的に国際的な公
衆衛⽣上の懸念を⽣ずるす
べての事象に対して、本手
順を使用し、通告するか否
かを評価。

1. WHO通報が必須の４事象
• 天然痘
• 野生型ポリオウイルスに起因す
る急性弛緩性麻痺

• 新種の亜型を原因とするヒトイ
ンフルエンザ

• 重症急性呼吸器症候群(SARS)

2. PHEICアセスメントの実施
が必須の６事象

• コレラ
• 肺ペスト
• ⻩熱
• ウイルス性出血熱（エボラ、
ラッサ、マールブルグ）

• ウエストナイル熱
• その他の国内的⼜は地域的懸念
となる特別な疾病（例︓デング
熱、リフトバレー熱、髄膜炎菌
感染症）

国内サーベイランス制度によって発見された事象（附録第一参照）

下記の疾病の症例が通常
と異なる又は予期しないも
のであり、公衆衛生に深刻
な影響を及ぼす可能性があ
るため、通報しなければなら
ないab。
− 天然痘
− 野生型ポリオウイルス

に起因する小児マヒ
− 新種の亜型を原因と

するヒトインフルエンザ
− 重症急性呼吸器症候

群（SARS）

下記の疾病を伴う事象は、公衆
衛生に深刻な影響を及ぼし急速
に国際的に拡大することが実証さ
れているので、常に本手順を利用
しなければならないb。
− コレラ
− 肺ペスト
− ⻩熱病
− ウイルス性出血熱（エボラ熱、

ラッサ熱、マールブルグ熱）
− ⻄ナイル熱
− その他の特別な国内的若し

くは地域的懸念となる疾病
（デング熱、リフトバレー熱、
髄膜炎菌感染症など）

未知の原因若しくは源泉
及び左右ボックスに列挙し
た以外の事象若しくは疾
病を含む、潜在的に国際
的な公衆衛生上の懸念を
生ずるすべての事象は、本
手順を利用しなければなら
ない。

その事象の公衆衛生上の
影響は深刻か？

その事象は通常と異なる又は
予期しないものか？

その事象は通常と異なる又は
予期しないものか？

国際渡航又は取引が規制されるリスクがあるか？

国際的拡大のリスクがあるか？ 国際的拡大のリスクがあるか？

この段階では通告し
ない。さらに情報が入
手できるようになった
ら再評価する。

国際保健規則に基づき事象を通報しなければならない。

又は 又は

はい いいえ

はい いいえいいえ

いいえ

はい

はい いいえ いいえはい

はい
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初期対応以降のIHR国家連絡窓口
における新型コロナウイルス感染症対応

1. WHOとの情報共有・連携
• IHR 6条に基づく継続的な症例情報を共有
• 追加的な保健措置(43条)に関する通報
• 連携・支援(44条)に基づく照会対応
• ⻄太平洋地域事務局等とのWeb会議等での情報共有 等

2. 他のIHR国家連絡窓口(NFP)との間の情報交換
• 国際渡航関連の公衆衛生リスク情報の共有及び照会対応（44条・30条

等）
• 技術関連情報への照会の対応（44条） 等

3. その他
• 自治体への情報提供
• 在外公館、他国公衆衛生当局との連携 等

4. 懸念される変異株(VOC)に関する国際情報共有の強化
• 2021年1月 ブラジルからの⼊国者から検出された変異株(P.1)の初報告
• 2021年3月 フィリピンからの⼊国者から検出された変異株(P.3)の初報告
• 国際ゲノムデータベース(GISAID) の情報共有との連携
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独⽴監視諮問委員会（IOAC） IHR検証委員会
パンデミックへの備えと対応に関する

独⽴パネル（IPPR）

設⽴根拠
又は設置
の契機

決定 WHA69.9 (2016年)
決議 WHA73.1 (2020年)

決議 WHA73.1 (2020年) 決議 WHA73.1 (2020年)

目的
WHO改革および全ての健康危機における
WHOの対応について独⽴した監視を⾏う。

COVID-19対応におけるIHRの機能及び、
過去のIHR検証委員会勧告の実施状況を
検証し、IHRの改正・機能に関して、WHO
事務局⻑に技術的な助⾔を⾏う。

公平、独⽴、包括的なWHOを含む、各
国および国際機関の健康危機対応を
検証し、科学的根拠にもとづいた今後の
方向性を提示する。

報告方法 WHO事務局⻑に助⾔。 WHO事務局⻑に助⾔しWHO総会に報告。WHO総会に報告。

メンバー
構成

WHO事務局⻑に任命された1⼈の議⻑と最
大7人のメンバーで構成される。

WHO事務局⻑に任命された23人のメン
バーで構成される。

WHO事務局⻑によって任命された2人
の共同議⻑及び共同議⻑によって任命
された11人のメンバーで構成される。

スケ
ジュール

 WHO総会に7件の報告書を提出
（2016年から現在まで）

 WHOのCOVID-19対応に関する中間報
告書を提出（2020年5月）

 WHO総会再開セッションに年間報告書を
提出（2020年11月）

 第１回会議（2020年9月8〜9日）
 議事録を提出（9月23日）
 毎週、会議を開催
 WHO総会再開セッションに報告書を提
出（2020年11月）

 第74回WHO総会に最終報告書を提
出（2021年5月）

 第１回会議（2020年9月17日）
 議事録を提出（9月19日）
 おおよそ6週間に1度、会議を開催
 WHO総会再開セッションに報告書を
提出（2020年11月）

 第74回WHO総会に最終報告書を
提出（2021年5月）

新型コロナウイルス感染症のパンデミックへの
WHOの対応とIHRの機能の検証

• 現在、新型コロナウイルス感染症のパンデミックを受けて、WHOの対応とIHRの機能の検証を実施中。
• IHRの機能の検証については、IHR検証委員会が設⽴されており、我が国も⾒解の提出等、積極的に検証に参画中。
• 2021年5月のWHO総会に最終報告書が提出される予定。
• このほか、EUよりパンデミック条約の策定が提案されており、コロナ後を⾒据えた国際健康安全保障体制の議論が進⾏中。
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世界健康安全保障
イニシアティブ(GHSI)

の活動について

資料６
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世界健康安全保障イニシアティブ(GHSI)について

1. 経緯

2001年（平成13年）9月11⽇の⽶国における同時多発テロをうけ、⽶国・カナダ政府の呼びかけにより、世界的な健康危機管理の向上及び
テロリズムに対する準備と対応に係る各国の連携等について話し合うことを目的に各国保健担当大臣会合として発足。

2. 構成

G7（カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国）、メキシコ、欧州委員会（EC）がメンバーとして、WHOがオブザーバーとして参加

国際検査機関
ネットワーク (GLN)
共同議⻑: カナダ、イタリア

事務局: カナダ

閣僚級（⼤⾂／⻑官／委員⻑）
カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、メキシコ、英国、米国、

欧州委員会、WHO（オブザーバー）

世界健康安全保障行動グループ (GHSAG)
共同議⻑:カナダ、英国

生物作業部会
(BioWG)

共同議⻑: ドイツ、日本
事務局: 英国

新型インフルエンザ
作業部会 (PIWG)
共同議⻑: 英国、米国

事務局: 米国

化学事案作業部会

(CEWG)
共同議⻑: 日本、英国

事務局: カナダ

核・放射線脅威作業部会
(RNTWG)

共同議⻑: 米国、空席
事務局: 米国

閣
僚
級

局
長
級

政
策
担
当
者
・
研
究
者

調整・リエゾン委員会 (CLC)
共同議⻑: ドイツ、英国

GHSI事務局
カナダ

広報官ネットワーク
リード: ドイツ、英国

早期警戒対応 (EAR)
リード: 英国
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• GHSI閣僚級会合
• 令和2年度はコロナのため、閣僚級会合は開催されず

• 新型コロナ特別体制
• 令和2年度は、局⻑級会合、調整・リエゾン委員会(CLC)、国際検査機関ネットワー
ク(LN)、新型インフルエンザ作業部会(PIWG)、生物学的作業部会(BioWG)をビデ
オ電話会議で実施

• 各国の状況や対応策、変異株対応などについてインフォーマルな情報交換を実施

• GHSIにおける国際検体共有枠組を活⽤し、変異株の国際検体共有を実施しており、
我が国もブラジルからの⼊国者で同定された変異株(P.1系統)等の分離培養検体を
本メカニズムを通じて迅速に共有

• 他の作業部会
• ビデオ電話会合で各々のアジェンダに沿った検討作業を継続

令和２年度以降のGHSIの主な活動
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１．食品関係

■
埼玉県（八潮市の小中学校）で発生した食中毒（病原大腸菌）につ
いて

7月

■
2月9日福岡市で販売された春菊から高濃度の農薬（イソキサチオ
ン）が検出された事案について

12月

２．感染症関係

■ フィリピンから来日後に狂犬病を発症した事例の発生について 5月

■ 米国における薬剤耐性髄膜炎菌の初報告について 8月

■
デンマークにおけるミンク農場関連新型コロナウイルス変異株の
発生について

11月

■ エボラ出血熱の最新状況について 6月～12月、2月、3月

■ 新型コロナウイルスによる肺炎患者の発生について 4月～3月

■ 豚インフルエンザH1N2ｖのヒト感染事例（カナダ）について 11月

■ 鳥インフルエンザの最新状況等について 11月～3月

３．通報のあった健康危険情報

■ 有害事象について 5月、10月

４．その他

■ 施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について 5月

■ プリオン病疑い患者の使用した医療機器に関する報告について 10月

■ 小林化工（株）のイトラコナゾール回収事案について 12月

■ テロ対策に係る通知改正について 12月、3月

健康危機管理調整会議の主な議題について（令和２年４月～令和３年３月）

資料７
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厚
生
科
学
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
六
月
七
日
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）

内
閣
は
、
厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
八
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
組
織
）

第
一
条

厚
生
科
学
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
は
、
委
員
三
十
人
以

内
で
組
織
す
る
。

２

審
議
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨

時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３

審
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
委

員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
等
の
任
命
）

第
二
条

委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
厚
生
労
働

大
臣
が
任
命
す
る
。

２

専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、

厚
生
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
。

（
委
員
の
任
期
等
）

第
三
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前

任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

臨
時
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議

が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

４

専
門
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
が
終

了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

５

委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
会
長
）

第
四
条

審
議
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

２

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
議
会
を
代
表
す
る
。

３

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職

務
を
代
理
す
る
。

（
分
科
会
）

第
五
条

審
議
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科

会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

名

称

所

掌

事

務

感
染
症
分
科
会

一

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す
る
医
療
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議

す
る
こ
と
。

二

検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一

号
）
及
び
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患

者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議

会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す

る
こ
と
。

生
活
衛
生
適
正
化
分
科
会

一

生
活
衛
生
関
係
営
業
に
関
す
る
重
要
事
項

を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

二

生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及

び
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法

律
第
百
六
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会

の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る

こ
と
。

２

前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門

委
員
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
名
す
る
。

３

分
科
会
に
分
科
会
長
を
置
き
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選

任
す
る
。
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４

分
科
会
長
は
、
当
該
分
科
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５

分
科
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
又
は
臨
時
委

員
の
う
ち
か
ら
分
科
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す

る
。

６

審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
分
科
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会

の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
部
会
）

第
六
条

審
議
会
及
び
分
科
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
。

２

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
会
長
（
分
科
会
に
置

か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
長
）
が
指
名
す
る
。

３

部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

４

部
会
長
は
、
当
該
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５

部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
又
は
臨
時
委
員
の

う
ち
か
ら
部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

６

審
議
会
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
審

議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
議
事
）

第
七
条

審
議
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
が
出
席

し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

審
議
会
の
議
事
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
で
会
議
に
出
席

し
た
も
の
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
分
科
会
及
び
部
会
の
議
事
に
準
用
す
る
。

（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
）

第
八
条

審
議
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の

他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
庶
務
）

第
九
条

審
議
会
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
厚
生
科
学
課
に
お
い
て
総
括

し
、
及
び
処
理
す
る
。
た
だ
し
、
感
染
症
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
厚
生

労
働
省
健
康
局
結
核
感
染
症
課
に
お
い
て
、
生
活
衛
生
適
正
化
分
科
会
に
係
る
も

の
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
健
康
局
生
活
衛
生
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
条

こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
審
議
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
議
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八

号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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